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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称 第５次朝霞市総合計画策定委員会（第９回）  

開 催 日 時 
令和２年１１月９日（月）  

午前１０時３７分から午前１０時４５分まで 

開 催 場 所 朝霞市役所 別館２階 全員協議会室 

出 席 者 

神田市長公室長、毛利危機管理監、須田総務部長、宮村市民環境部長、

三田福祉部長、麦田こども・健康部長、笠間都市建設部長、 

宇野審議監、田中会計管理者、木村上下水道部長、村山議会事務局長、

斎藤学校教育部次長兼教育総務課長、神頭生涯学習部長、渡辺監査委

員事務局長 

 

（事務局） 

永里政策企画課長、櫻井同課長補佐、松尾同課政策企画係長、髙橋同

課同係主任 

会 議 内 容 １ 第５次朝霞市総合計画後期基本計画（素案）について 

会 議 資 料 【資料１】第５次朝霞市総合計画後期基本計画（素案） 

会 議 録 の 

作 成 方 針 
□電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

会 議 録 の 

 

作 成 方 針 

□電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

■要点記録 

□電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起こした場合の当該電磁的記録の保存期間 

会議録の確認方法 

 出席者の確認及び事務局の決裁 

□会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

そ の 他 の 

必 要 事 項 

 

確定稿 
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審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

【議題】 

１ 第５次朝霞市総合計画後期基本計画（素案）について 

 

【説明】 

（神田市長公室長） 

後期基本計画の素案について、まずは事務局からの説明願いたい。 

 

（事務局：松尾政策企画課政策企画係長） 

前回、９月２９日に開催した策定委員会では、後期基本計画（素案）に市民満足度と主

な関連指標の大きくは２点を追加することを御審議いただいた。 

その後、１０月中旬に開催された総合計画審議会において、素案を示し、いただいた御

意見を踏まえ、庁内策定部会においてさらに修正していただいたものが、御手元の資料１

である。 

修正したポイントのうち、主なものを３点だけ、簡単に説明させていただく。 

１点目、資料１の６０ページを御覧いただきたい。 

「４ 基本概念（コンセプト）の実現状況」として、６１ページから、４つのコンセプ

トについての市民満足度を掲載した。前回策定委員会と、審議会においても、文言評価を

書き加えなければ、この次の課題につながらないのでは、という御意見をいただいたので、

前期基本計画中のコンセプトの実現状況について、６１ページから６４ページのそれぞれ

のページの下方に総括を追記した。 

２点目、７３ページと７４ページを御覧いただきたい。 

「３ 財政見通し」として、７４ページのグラフでは、歳出と歳入がともに右肩上がり

になっているが、その根拠について丁寧な説明がほしい、という御意見をいただいた。 

御意見を踏まえ、７３ページの囲み内の財政見通しの推計方法で、根拠条件の記載を補

強した。具体的には、歳出の扶助費の伸びを毎年度６．７％ずつ増加することを見込んで

いることを記載した。歳入の国・県支出金の伸びもこれに合わせて試算していることを示

した。 

３点目、新型コロナウイルス感染症の影響をどの程度まで織り込めるのか、という御質

問をいただいた。 

新型コロナウイルスが現在も感染症の拡大が進行中の事象であり、この先の影響も不透

明な部分もあるが、後期基本計画（素案）では、前期基本計画中の社会情勢の変化のほか、

新しい生活様式の広がりなども十分に踏まえて検討し、見通しの立てられるものについて

はできるものから課題認識や取組内容に反映させていることを回答している。今後も策定

までに可能な限り修正は加えていきたい。例えば、財政見通しについても、今後は、令和

３年度当初予算における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた市税等の推計値を積

算し次第、計画の策定完了までには、見直しを計りたいと考えている。 

以上、主な意見と修正を述べたが、総合計画審議会では、これ以外の個別の施策に対す
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る御意見もいくつかいただき、それらについては、既に庁内各部会に展開、検討し、資料

１は検討結果を反映させた素案となっている。 

資料１の説明は以上である。次に今後のスケジュールについて簡単に説明する。 

本日、素案の審議をいただき、素案が固まったら１１月１２日（木）から３０日間のパ

ブリック・コメントを実施し、市民の皆さまからも御意見をうかがいたいと考えている。 

なお、同じく１１月１２日（木）から職員コメントを、また、パブリック・コメントの

期間中に、素案の周知と御意見をうかがうことを目的に、市民意見交換会の開催を予定し

ている。 

市民意見交換会は、１１月２０日（金）午後５時から、また、１１月２８日（土）午前

１０時から、場所は市役所別館５階大会議室で開催する。 

部会長宛てには既に通知しているが、各部会から説明員として１名以上の職員に御出席

いただきたく考えているので、御協力お願いしたい。 

事務局からの説明は以上である。 

 

【質疑】 

（神田市長公室長） 

６１ページからの文章はどこかから引用したのか。また、部会への確認は行ったのか。 

 

（事務局：松尾政策企画課政策企画係長） 

文章については、前期基本計画中の「政策づくりに当たって重視すべき事項」の整理を

参考に記載している。また、市民満足度の数値については、上がったものは上がったと記

載し、下がったものについては引き続き取り組まなければならないと記載している。 

庁内策定部会には既に確認をいただいており、資料は部会からの意見を反映させた後の

案である。 

 

（神田市長公室長） 

そのような過程を経ているということで理解した。 

他に何かあるか。 

この素案で作業を進めてよろしいか。 

 

（異議なし） 

 

以上をもって策定委員会を閉会する。 

 

【閉会】 

 

 

 


